
 

監査結果の報告について              

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を下記のとおり執行したので、

同条第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

    令和７年１２月１日 

                         山形市監査委員 山 川 稔 彦 

                            同    伊 藤 明 彦 

                            同    鈴 木   進 

  

記 

１ 財政援助団体等監査 

（１）監査の対象団体等   

監査対象団体 所管部課等 監査対象とした項目及び金額 

株式会社表蔵王

ベルタウン 

企画調整部 
公共交通課 

道の駅やまがた蔵王指定管理料          
６５，１５６，７６２円 

公益財団法人 

山形市文化振興

事業団 

文化スポーツ部 
文化創造都市課 
  

出捐金          
５０，０００，０００円 

山寺芭蕉記念館指定管理料 
６９，０８６，０００円 

最上義光歴史館指定管理料 
４２，９７３，７８６円 

 

（２）監 査 の 期 間  令和７年１０月２日から令和７年１１月２６日まで 

（３）監 査 の 範 囲   

令和６年度の財政援助等に係る団体の出納その他の事務事業の執行状況及び所管部課等の

事務の執行状況 

（４）監査委員の除斥 

   伊藤明彦委員は、株式会社表蔵王ベルタウンの監査については、地方自治法第１９９条の 

２の規定により除斥とした。 

（５）監 査 の 結 果 

団体又は所管部課等名 監査の結果 

株式会社表蔵王 
ベルタウン 
 
 

指摘事項 

次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措

置を講じられたい。 

１ 道の駅やまがた蔵王の利用料金徴収事務において、次のよう

なものがあった。 

⑴ 市長の決定が無いまま、減免基準が適用され、利用料金が

５０％減額されているもの 

⑵ 利用料金の納入について、使用開始日の１４日前までに納

入されていないもの 

 ・ 車中泊施設以外  

⑶ 使用許可申請書の様式の変更について、あらかじめ市長の

承認を受けていないもの 



 

 ・ 山形市道の駅使用許可申請書（車中泊施設）  

 ・ 山形市道の駅使用許可申請書（車中泊施設以外） 

企画調整部 
公共交通課 
 

指摘事項 

次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措

置を講じられたい。 

１ 道の駅やまがた蔵王の利用料金徴収事務において、山形市道

の駅使用許可申請書（車中泊施設）の様式を変更していること

を認識しているにもかかわらず、市長の承認の手続きを行って

いなかった。 

 

公益財団法人  
山形市文化振興事業団 
 
 

指摘事項 

次のとおり是正又は改善を要する事項があったので、適切な措

置を講じられたい。 

１ 山寺芭蕉記念館の利用料金徴収事務において、市長の決定が

無いまま減免基準が適用され、利用料金が全額免除されている

ものがあった。 

２ 公益財団法人山形市文化振興事業団の会計経理事務におい

て、次のようなものがあった。 

⑴ 正規の勤務時間を超えて又は勤務を要しない日に勤務を命

じているにもかかわらず、使用者と労働者との書面による協

定がされていないもの  

  ・ 山寺芭蕉記念館指定管理 

  ・ 最上義光歴史館指定管理 

⑵ 時間外勤務手当の一部が支払われていないもの  

  ・ 山寺芭蕉記念館指定管理 

  ・ 最上義光歴史館指定管理 

⑶ 契約書に仕様書別紙が添付されていないもの 

  ・ 山寺芭蕉記念館保安警備業務及び最上義光歴史館保安警 

備業務 

 

（６）準 拠 基 準  山形市監査基準 

 （７）監 査 の 着 眼 点  

ア 団体（財政援助団体）に関する監査 

当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行

われているか。 

 イ 所管部課等に対する監査 

     監査対象団体に係る財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか。 

（８）監 査 の 方 法 

    監査の対象団体及び所管部課から提出された監査資料に基づき、関係書類を抽出調査する

とともに、関係職員からの聞取り等により監査を実施した。 


